
① 居住地域に係る避難計画の検討・策定
居住地域に係る計画について、年内の策定を目指す。

（１）HPへの掲載（会議の概要）
（２）意見照会

令和3年7月中旬～8月中旬（予定）
（３）幹事会

令和3年10月上旬（予定）
＊火山防災協議会の規約について議事を提出予定

（４）協議会
令和3年12月下旬（予定）

② 地域防災計画への反映
上記の避難計画で定めた事項を基に、活動火山特措法で

定められた事項を各市町地域防災計画に反映する際に、市
町は、火山防災協議会の意見を聴取することとなっている。

③ 避難促進施設に関する対応
・市町は、不特定かつ多数の者が利用する施設等で、円滑
かつ迅速に避難する必要がある施設の名称及び所在地を、
市町地域防災計画に定めることとされている（※）。

・しかしながら、指定の基準がないため、今後の整備のた
めに、指定の基準について検討をする必要がある。

※ 上記により、地域防災計画に定められた施設において
は、同法第８条により、円滑かつ迅速な避難を確保する
ための「避難確保計画」を策定する義務。

取組予定内容

今後の検討予定（鶴見岳・伽藍岳）

○活火山法の概要
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